
   取手市雨水浸透施設設置補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は，敷地内雨水の流出を抑制し，都市型洪水及び地盤沈下の

防止を図るため，雨水浸透施設を設置する者に対し，取手市雨水浸透施設設

置補助金を予算の範囲内において交付することに関し，取手市補助金等交付

規則（昭和４３年規則第２３号）に定めるもののほか，必要な事項を定める

ものとする。 

 （定義） 
第２条 この要綱において，次に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１）浸透桝 桝の底面及び側面を砕石で充填し，集水した雨水を地下に浸透

させる施設をいう。 

（２）浸透地下埋設管 掘削した溝に砕石を充填し，かつ，浸透管を設置して

雨水を導き，地下に浸透させる施設をいう。 

（３）雨水浸透施設 浸透桝，浸透地下埋設管その他の雨水を地下に浸透させ

るための施設をいう。 

（４）敷地内雨水 敷地内の不透水性材料で被覆された部分に降った雨水をい

う。 

 （補助対象区域） 

第３条 雨水浸透施設の設置の普及を推進する対象区域（以下「対象区域」と

いう。）は，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第２項に規定す

る市街化区域とする。ただし，次の各号のいずれかに該当する区域を除くも

のとする。 

（１）急傾斜地崩壊危険区域その他雨水浸透施設を設置することにより法面等

の安全性が損なわれるおそれのある区域 

（２）地下水位の高い区域 

（３）その他雨水浸透施設の設置に適さない区域 

 （補助対象者） 
第４条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象

者」という。）は，前条の対象区域に雨水浸透施設を設置する個人とする。 
（構造の基準） 

第５条 補助の対象となる雨水浸透施設の標準的な構造の基準は，別表のとお

りとする。ただし，同等以上の機能を有すると市長が特に認めたときは，こ

の限りでない。 

 （補助金の額） 
第６条 補助金の額は，次の表の左欄に掲げる敷地面積の区分に応じ同表の中

欄に定める種類及び数量を満たす雨水浸透施設を設置した場合において，当

該設置工事に要する額の２分の１の額（その額に１００円未満の端数が生じ



たときは，これを切り捨てた額）とする。ただし，同表の左欄に掲げる敷地

面積の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める補助金額を限度とする。 

敷地面積 
補助金を受けるために必要な雨水 
浸透施設の区分（種類及び数量） 

補助限度額 

２００㎡未満 
１号（浸透枡２個以上及び浸透地下埋設

管１．５ｍ以上） 
３５，０００円 

２００㎡以上 
３００㎡未満 

２号（浸透枡３個以上及び浸透地下埋設

管４．５ｍ以上） 
７０，０００円 

３００㎡以上 
４００㎡未満 

３号（浸透枡４個以上及び浸透地下埋設

管８ｍ以上） 
１００，０００円 

４００㎡以上 
５００㎡未満 

４号（浸透枡５個以上及び浸透地下埋設

管１２．５ｍ以上） 
１５０，０００円 

 （雨水浸透施設設置に係る事前協議） 

第７条 対象区域に雨水浸透施設を設置しようとする者は，次条に規定する申

請書の提出前に，雨水浸透施設設置事前協議書（様式第１号。以下｢事前協議

書｣という。）に次に掲げる書類を添えて，市長と事前協議を行うものとする。 

（１）位置図，建物配置図及び雨水処理経路図 

（２）浸透容量計算書（標準構造による場合は不要） 

（３）施設構造図（標準構造による場合は不要） 

（４）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は，前項に規定する協議があったときは，雨水浸透施設を設置しよう

とする者に対し，必要な助言及び指導を行うことができる。 

 （補助金の交付申請） 
第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，取手

市雨水浸透施設設置補助金交付申請書（様式第２号）に次に掲げる書類を添

えて，市長に申請しなければならない。 
（１）雨水浸透施設設置計画書（別紙１） 
（２）協議済みの雨水浸透施設設置事前協議書の写し 
（３）位置図，建物配置図及び雨水処理経路図 
（４）その他市長が必要と認める書類 
 （補助金の交付決定） 
第９条 市長は，前条の規定による申請があったときは，速やかに当該申請の

内容を審査し，適当と認められるときは，取手市雨水浸透施設設置補助金交

付決定通知書（様式第３号）により，申請者に通知するものとする。 
２ 市長は，前項の規定による審査の結果，補助金の交付を不適当と認めると

きは，その旨及びその理由を申請者に通知するものとする。 
３ 市長は，第１項の審査に当たっては，必要に応じ現地調査その他必要な調

査を行い，又は必要と認められる書類の提出を求めることができる。 
 （補助金の請求） 



第１０条 前条第 1 項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決

定者」という。)は，取手市雨水浸透施設設置補助金交付請求書（様式第４号）

を市長に提出しなければならない。 
 （事業の変更） 
第１１条 交付決定者は，第８条第１項に規定する補助金の交付決定通知を受

けた後において，補助の対象となる事業の計画を変更し，又は事業を中止し

若しくは廃止しようとするときは，理由を記した書面を市長に提出し，その

承認を得なければならない。 
 （実績報告） 

第１２条 交付決定者は，事業が完了したときは，取手市雨水浸透施設設置補

助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて，市長に報告しな

ければならない。 

（１）工事写真 

（２）竣工図 

（３）工事費請求書又は領収書の写し 

 （補助金の取消し） 
第１３条 市長は，交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは，補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 
（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 
（２）補助金を他の用途に使用したとき。 
（３）前２号に掲げるもののほか，この要綱その他法令の規定に違反したと 

き。 
２ 市長は，前項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において，

当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは，交付決定

者に対し期限を定めてその返還を命ずることができる。 
 （維持保全） 
第１４条 補助金の交付を受けた者は，定期的に点検及び清掃を行い，設置し

た雨水浸透施設の適正な維持管理に努めるとともに，設置後５年以上使用す

るものとする。ただし，市長がやむを得ない理由があると認めたときは，こ

の限りでない。 
 （その他） 
第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

 
   付 則 
 この要綱は，平成２３年 ８月 ６日から施行する。 



別表（第５条関係） 
（単位：ｍｍ） 

浸透桝標準図 

 

 

 
浸透地下埋設管標準図 

 
 



様式第 1 号（第７条関係） 

令和  年  月  日 

取手市長       殿 

 

                 設置者 住 所 

                     氏 名           

                     電 話 

 

雨水浸透施設設置事前協議書 

 

 取手市雨水浸透施設設置補助金交付要綱第７条の規定により，事前協議を申

請します。 

１ 建築物等の所在地，敷地面積及び種類 

［所 在 地］取手市 

［敷地面積］        ㎡ 

［種  類］専用住宅，併用住宅，共同住宅，店舗，診療所，工場，倉庫 

駐車場，展示場，その他（      ） 

      （該当するものに○をつけてください。） 

２ 雨水浸透施設の設置個数 
浸透桝         個 

浸透地下埋設管     ｍ 

３ 雨水浸透施設の構造 
標準図のとおり     別紙のとおり 

（該当するものに○をつけてください。） 

４ 設置予定年月日    年  月  日～   年  月  日 

５ 添 付 書 類 

位置図，建物配置図，雨水処理経路図，浸透容量

計算書，施設構造図，その他市長が必要と認める

書類 

※標準図使用の場合は浸透容量計算書，施設構造

図は不要です。 

６ 工事施工者（決まってい

る場合に記入してくださ

い） 

施工者名             

電  話 

 

備 考 欄 協議済印（年月日） 受 付 印 

   

 



様式第２号（第８条関係） 

 
令和  年  月  日  

 
 取手市長       殿 

 
申請者 住 所            

氏 名            
電 話            

 
取手市雨水浸透施設設置補助金交付申請書 

 
 下記のとおり取手市雨水浸透施設設置補助金の交付を受けたいので，取手市

雨水浸透施設設置補助金交付要綱第８条の規定により，関係書類を添えて申請

します。 

 
記 

 
１ 交付申請額       金            円 
２ 添付書類 
（１）雨水浸透施設設置計画書（別紙１） 
（２）協議済みの雨水浸透施設設置事前協議書の写し 
（３）位置図，建物配置図及び雨水処理経路図 
（４）その他市長が必要と認める書類 

 



別紙１ 

 
雨水浸透施設設置計画書 

 
 

１ 雨水浸透施設の設置場所 取手市 

２ 雨水浸透施設の区分 
１号   ２号   ３号   ４号 

その他（             ） 

（該当するものを○で囲んでください。） 

３ 工事予定期間 
    年  月  日から 

    年  月  日まで 

４ 雨水浸透施設工事費の積

算書又は業者見積書 
 

５ 備  考 

 

 
 
 
※ この欄は記入しないでください。 

浸透施設形式 補助金額の査定 

１号  ２号  ３号  ４号  その他 

 



様式第３号（第９条関係） 

 
取建発第      号  
令和  年  月  日  

 
          様 

 
取手市長           

 
取手市雨水浸透施設設置補助金交付決定通知書 

 
 令和  年  月  日付けで申請のありました取手市雨水浸透施設設置補

助金の交付申請については，下記のとおり決定しましたので，取手市雨水浸透

施設設置補助金交付要綱第９条第１項の規定により通知します。 

 
記 

 
１ 交付決定額      金           円 

 
２ 交付の条件 
（１）事業の内容は，申請書に記載されているとおりです。 
（２）事業の内容の変更をしようとするときは，市長の承認を受けてくださ 

い。 
（３）事業を中止し，又は廃止する場合は，市長の承認を受けてください。 
（４）事業が予定の期間内に完了しない場合，又は事業の遂行が困難となった

場合は，その理由を付して速やかに市長に報告し，その指示を受けてくだ

さい。 
（５）事業が完了したとき（事業を中止し，又は廃止したときを含みます。） 

は，事業が完了した日から起算して３０日を経過する日又は当該年度の３

月３１日のいずれか早い日までに取手市雨水浸透施設設置事業実績報告書

を提出してください。 
（６）前各号に掲げるもののほか，この要綱の規定を遵守してください。 
（７）補助の条件に違反した場合は，補助金の交付の決定の全部若しくは一部

を取り消し，又は既に交付された補助金を返還していただくことがありま

す。



様式第４号（第１０条関係） 
令和  年  月  日  

 
 取手市長       殿 

 
申請者 住 所            

氏 名            
電 話            

 
 

取手市雨水浸透施設設置補助金交付請求書 

 
 
    年  月  日付け取 発第  号で交付決定を受けた取手市雨水浸

透施設設置補助金について，取手市雨水浸透施設設置補助金交付要綱第１０条

の規定により，下記のとおり請求いたします。 

 
 

記 

 
 
１ 請求額     金          円 

 
 
２ 振込口座 

金融機関名  本店・支店 

口座種 類 １ 普通  ・  １ 当座 

口座番 号               

フリガ ナ 
口座名義人 

  

 



様式第５号（第１２条関係） 

令和  年  月  日  

 

 取手市長       殿 

 

申請者 住 所            
氏 名            
電 話            

 

 

取手市雨水浸透施設設置補助金実績報告書 

 

 

 令和  年  月  日付け取建発第   号で交付決定を受けた事業が完

了したので，取手市雨水浸透施設設置補助金交付要綱第１２条の規定により，

関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の交付額     金        円 

 

２ 事業の完了期日        年  月  日 

 

３ 添付書類 

（１）工事写真 

（２）竣工図 

（３）工事費請求書又は領収書の写し 

 

 


